
原動機付自転車変更届出書兼誓約書 

（あて先） 

秦野市長 

令和  年  月  日 

納税義務者 

及び誓約者 

（所有者） 

住所 秦野市  

氏名   

 

私は、原動機付自転車等を改造し排気量等を変更したので、次のことを誓約し、届出します。 

１．この改造の内容と、実際の車体の情報に相違ありません。 

２．この改造により生じた一切の責任は私が負い、秦野市にその責任を問いません。 

 ３．道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、公道を走行できないことを承知しています。 

 ４．虚偽の申告又は報告をした者は、地方税法等の規定に基づき罰せられることを承知しています。 

届   出   車   両 

車 名  型式認定番号  

車 台 番 号  旧標識番号  
    市 区 

町 村 

項     目 変更前 変更後 

内 径 × 行 径       mm×       mm  mm×        mm 

総 排 気 量 cc L kW cc L kW 

原動機の型式番号   

車     種 
□原付第 1種 □原付第 2種乙 □原付第 2種甲

□ミニカー □その他（         ） 

□原付第 1種 □原付第 2種乙 □原付第 2種甲

□ミニカー □その他（         ） 

その他（  ）   

作業内容及び 

使用部品等 

（複数回答可） 

□ピストン交換  □その他（下の括弧内に記入してください。） 

□シリンダー交換 

□エンジン交換 

変 更 理 由 
 

 

改 造 者 住所 

 

 

□所有者に同じ 

氏名 

 

 

□所有者に同じ 

★総排気量 計算式 …（内径
ボ ア

÷２）×（内径
ボ ア

÷２）×３．１４×行 径
ストローク

÷１，０００＝総排気量（ｃｃ） 

 

 3.14 1,000 



← 輪距
りんきょ

 → 

～申請時の諸注意～ 

（１）この届出書について 

・排気量の変更（改造）をしたり、車体の組立てを行ったことにより、車両の形状や登録内容に変更等があったとき、その内容を

市へ申告する義務があります（地方税法第４６３条の１９及び秦野市市税条例第３３条等）。また、排気量を変えた場合等で、車種

の変更がある場合は、規定の標識の交付を受ける手続きが必要です。 

・この届出書は、車両の状況や登録内容が変更されたことを申告するものであり、市が公道の走行を許可したり、車両の安全性等

を保証するものではありません。また、虚偽の申告があった際は、地方税法等の規定に基づき罰せられる場合があります（地方税

法第４６３条の２０等）。 

・市が交付する標識は、課税標識です。課税客体を判別させるために、市が貸与しているものですので、大切に取扱ってください。 

・道路運送車両法等で定められた保安基準を満たしていない場合、警察による罰則の対象になる可能性があります。 

 

（２）必要なものについて 

・原動機付自転車変更届出書…この届出書です。   ・標識交付証明書、廃車（返納）証明書等…原本の提出が必要です。 

・旧ナンバープレート…車種の変更がある場合は必要です。 ・車両の写真…以下の（３）をご確認ください。 

 

（３）写真の添付について 

・原付をミニカーへ改造した、またはその逆等、車体の形状を変更した場合は、下記アおよびイの写真を必ず添付してください。 

 なお、写真は事前にプリントアウトしたものを持参してください。 

ア 輪距
りんきょ

（※１）がわかるようにものさしをあてた写真 

イ ３輪以上であることがわかる前部もしくは後部と全体の写真 

 

【注釈】 

※１ 輪距
りんきょ

…２つのタイヤの中心から中心までの距離のこと（下図参照） 

 

 

車 体 

 

 

車 体 

 

この輪距がわかるように 

ものさしをあてる 

🚙お問い合わせ🚙 

≪秦野市役所 総務部 市民税課≫ 

☎ ０４６３（８２）５１２９（直通） 

ＭＡＩＬ siminzei@city.hadano.kanagawa.jp 

ものさし 


